
議案第８号  

 

 

   西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定  

   について  

 

 

 西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

 

 

  令和４年２月 25日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 乳幼児等医療費助成事業、こども医療費助成事業及び母子家庭等医

療費給付事業を拡充するため。  



 
 

 
西

脇
市

福
祉

医
療

費
助

成
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

福
祉

医
療

費
助

成
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
0
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
者
（
重
度
障
害
児
を
含
む
。
以
下
同
 

 
じ
。
）
、
高
齢
重
度
障
害
者
、
乳
幼
児
等
、
高
学
年
児
等
、
高
校
生
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
 

父
子
家
庭
の
父
子
及
び
遺
児
の
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
者
の
福
祉
の
 

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

 
⑻
 
高
校
生
等
 
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
（
乳
 

 
 
幼
児
等
及
び
高
学
年
児
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。
 

 
⑼
～
⑾
 
（
略
）
 

 
⑿
 
高
校
生
等
保
護
者
 
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
高
校
生
等
を
現
 

 
 
に
監
護
す
る
も
の
を
い
う
。
 

 
⒀
～
⒃
 
（
略
）
 

 
⒄
 
医
療
保
険
各
法
の
給
付
 
法
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
（
以
下
「
医
 

療
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
 

養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
（
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
 

特
別
療
養
費
に
係
る
当
該
支
給
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 
 

 
⒅
～

(21
) 

（
略

）
 

（
助
成
対
象
者
）
 

第
３
条
 
医
療
費
の
助
成
の
対
象
と
な
る
者
（
以
下
「
助
成
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
西
脇
 

市
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
 

者
、
高
齢
重
度
障
害
者
、
乳
幼
児
等
、
高
学
年
児
等
、
高
校
生
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
 

子
家
庭
の
父
子
又
は
遺
児
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
者
、
高
齢
重
度
 

障
害
者
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子
又
は
遺
児
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
 

規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

     

  
（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
者
（
重
度
障
害
児
を
含
む
。
以
下
同
 

 
じ
。
）
、
高
齢
重
度
障
害
者
、
乳
幼
児
等
、
高
学
年
児
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
 

 
の
父
子
及
び
遺
児
の
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
 

 
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 
 

 
 

 
⑻
～
⑽
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

  
⑾
～
⒁
 
（
略
）
 

 
⒂
 
医
療
保
険
各
法
の
給
付
 
法
及
び
法
第
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
（
以
 

 
 
下
「
医
療
保
険
各
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
 

費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
（
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
 

費
及
び
特
別
療
養
費
に
係
る
当
該
支
給
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

 
⒃
～
⒆
 
（
略
）
 

 
（
助
成
対
象
者
）
 

第
３
条
 
医
療
費
の
助
成
の
対
象
と
な
る
者
（
以
下
「
助
成
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
西
脇
 

市
内
に
居
住
し
、
か
つ
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
 

者
、
高
齢
重
度
障
害
者
、
乳
幼
児
等
、
高
学
年
児
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
 

子
又
は
遺
児
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
者
、
高
齢
重
度
障
害
者
、
幼
 

児
等
、
高
学
年
児
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子
又
は
遺
児
に
あ
っ
て
は
、
そ
 

れ
ぞ
れ
次
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
⑷
 
幼
児
等
及
び
高
学
年
児
等
に
つ
い
て
は
、
幼
児
等
保
護
者
若
し
く
は
高
学
年
児
等
保
護
 

 
 
者
又
は
幼
児
等
保
護
者
若
し
く
は
高
学
年
児
等
保
護
者
が
当
該
幼
児
等
若
し
く
は
高
学
年
 

児
等
の
生
計
を
維
持
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
幼
児
等
若
し
く
は
高
学
年
児
等
 

の
民
法
第
 8
77
条
第
１
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
、
そ
の
幼
児
等
若
し
く
は
高
学
年
児
 

等
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
 

 



   
⑷
 
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子
及
び
遺
児
に
つ
い
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
、
 

父
子
家
庭
の
父
等
又
は
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
等
が
当
該
児
童
等
の
 

生
計
を
維
持
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
民
法
第
 8
77
条
第
１
項
に
定
め
る
 

扶
養
義
務
者
で
主
と
し
て
母
子
家
庭
の
母
子
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
子
の
生
計
を
維
持
 

す
る
者
又
は
養
育
者
（
養
育
者
が
い
な
い
場
合
は
、
当
該
遺
児
）
の
前
年
の
所
得
が
、
児
 

童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
36
年
法
律
第
 2
38
号
）
第
９
条
に
規
定
す
る
額
の
う
ち
児
童
扶
養
 

手
当
の
全
部
が
支
給
さ
れ
る
額
以
下
で
あ
る
こ
と
（
低
所
得
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
 

扶
養
手
当
が
支
給
停
止
と
な
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。
）
。
 

（
削
る
）
 

   ２
 
（
略
）
 

（
助
成
す
る
医
療
費
の
範
囲
）
 

第
４
条
 
市
長
は
、
被
保
険
者
等
負
担
額
の
範
囲
内
で
、
助
成
対
象
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
 

い
て
、
規
則
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
当
該
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
者
、
高
齢
重
度
障
 

害
者
、
乳
児
保
護
者
、
幼
児
等
保
護
者
、
高
学
年
児
等
保
護
者
、
高
校
生
等
保
護
者
、
母
子
 

家
庭
の
母
等
、
父
子
家
庭
の
父
等
又
は
遺
児
の
養
育
者
（
養
育
者
が
い
な
い
場
合
は
、
当
該
 

遺
児
）
に
対
し
て
、
次
に
規
定
す
る
額
を
福
祉
医
療
費
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
重
複
 

し
て
受
給
権
を
有
す
る
者
が
重
複
し
て
福
祉
医
療
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

⑷
 
乳
幼
児
等
、
高
学
年
児
等
、
高
校
生
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子
及
び
 

遺
児
に
助
成
す
る
範
囲
は
、
乳
幼
児
等
、
高
学
年
児
等
、
高
校
生
等
、
母
子
家
庭
の
母
子
、
 

父
子
家
庭
の
父
子
及
び
遺
児
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
 

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
等
負
担
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

（
削
る
）
 

            ２
 
前
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
定
め
る
一
部
負
担
金
の
額
は
、
当
該
被
保
険
者
負
担
額
 

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

３
 
歯
科
診
療
及
び
歯
科
診
療
以
外
の
診
療
を
併
せ
て
行
う
保
険
医
療
機
関
等
に
あ
っ
て
は
、
 

 

 度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
 2
92
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
 

る
所
得
割
の
額
の
合
計
額
が
 2
35
,0
00
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 

 
⑸
 
母
子
家
庭
の
母
等
及
び
父
子
家
庭
の
父
等
に
つ
い
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
、
父
子
家
 

庭
の
父
等
又
は
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
等
が
当
該
児
童
等
の
生
計
を
 

維
持
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
の
民
法
第
 8
77
条
第
１
項
に
定
め
る
扶
養
 

義
務
者
で
主
と
し
て
母
子
家
庭
の
母
子
又
は
父
子
家
庭
の
父
子
の
生
計
を
維
持
す
る
者
 

（
以
下
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
前
年
の
所
得
が
、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
3
6 

年
法
律
第
 2
38
号
）
第
９
条
に
規
定
す
る
額
の
う
ち
児
童
扶
養
手
当
の
全
部
が
支
給
さ
れ
 

る
額
以
下
で
あ
る
こ
と
（
低
所
得
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
停
止
と
 

な
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。
）
。
 

 
⑹
 
母
子
家
庭
の
児
童
等
、
父
子
家
庭
の
児
童
等
及
び
遺
児
に
つ
い
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
 

 
 
等
、
父
子
家
庭
の
父
等
、
生
計
維
持
者
又
は
養
育
者
（
養
育
者
が
い
な
い
場
合
は
、
当
該
 

遺
児
）
の
前
年
の
所
得
が
、
児
童
扶
養
手
当
法
第
９
条
に
規
定
す
る
額
の
う
ち
児
童
扶
養
 

手
当
の
全
部
が
支
給
停
止
と
な
る
額
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 

２
 
（
略
）
 

 
（
助
成
す
る
医
療
費
の
範
囲
）
 

第
４
条
 
市
長
は
、
被
保
険
者
等
負
担
額
の
範
囲
内
で
、
助
成
対
象
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
 

い
て
、
規
則
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
当
該
高
齢
期
移
行
者
、
重
度
障
害
者
、
高
齢
重
度
障
 

害
者
、
乳
児
保
護
者
、
幼
児
等
保
護
者
、
高
学
年
児
等
保
護
者
、
母
子
家
庭
の
母
等
、
父
子
 

家
庭
の
父
等
又
は
遺
児
の
養
育
者
（
養
育
者
が
い
な
い
場
合
は
、
当
該
遺
児
）
に
対
し
て
、
 

次
に
規
定
す
る
額
を
福
祉
医
療
費
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
重
複
し
て
受
給
権
を
有
す
 

る
者
が
重
複
し
て
福
祉
医
療
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
（
略
）
 

 
⑷
 
乳
幼
児
等
及
び
高
学
年
児
等
に
助
成
す
る
範
囲
は
、
乳
幼
児
等
及
び
高
学
年
児
等
の
疾
 

病
又
は
負
傷
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
 

等
負
担
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

  
⑸
 
母
子
家
庭
の
母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子
又
は
遺
児
に
助
成
す
る
範
囲
は
、
母
子
家
庭
の
 

母
子
、
父
子
家
庭
の
父
子
又
は
遺
児
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
の
給
付
 

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
等
負
担
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
次
の
額
を
一
部
 

負
担
金
と
し
て
控
除
し
た
額
と
す
る
。
 

 
 
ア
 
入
院
以
外
の
療
養
で
あ
る
場
合
 
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
１
日
に
つ
き
 8
00
円
 

 
 
 
（
低
所
得
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
 4
00
円
）
。
た
だ
し
、
同
一
の
月
に
同
一
の
保
険
医
 

 
 
 
療
機
関
等
に
お
い
て
は
２
回
を
限
度
と
す
る
。
 

 
 
イ
 
入
院
療
養
で
あ
る
場
合
 
当
該
医
療
に
つ
き
医
療
保
険
各
法
の
医
療
に
要
す
る
費
用
 

 
 
 
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
 1
00
分
の
10
に
相
当
す
る
額
（
保
 

 
 
 
険
医
療
機
関
等
で
連
続
し
て
３
月
を
超
え
て
入
院
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
３
月
 

を
超
え
る
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
こ
の
額
は
、
同
一
の
月
に
同
一
 

の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
は
 3
,2
00
円
（
低
所
得
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
 1
,6
00
 

円
）
を
限
度
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
及
び
第
５
号
に
定
め
る
一
部
負
担
金
の
額
は
、
当
該
被
保
 

険
者
負
担
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

３
 
歯
科
診
療
及
び
歯
科
診
療
以
外
の
診
療
を
併
せ
て
行
う
保
険
医
療
機
関
等
に
あ
っ
て
は
、
 

 



  
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
保
険
医
療
機
 

関
等
と
み
な
す
。
 

４
 
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
定
め
る
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
 

り
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
を
免
除
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
９
 
（
略
）
 

 
（
市
町
村
民
税
の
額
の
算
定
の
特
例
）
 

10
 
第
３
条
第
２
号
及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
 

 
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 

  
第
１
項
第
２
号
、
第
３
号
及
び
第
５
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
保
 

険
医
療
機
関
等
と
み
な
す
。
 

４
 
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
及
び
第
５
号
に
定
め
る
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
、
特
別
 

の
理
由
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
を
 

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
９
 
（
略
）
 

 
（
市
町
村
民
税
の
額
の
算
定
の
特
例
）
 

10
 
第
３
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
規
定
す
る
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
は
、
次
に
 

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 

  
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

７
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
前

に
行

わ
れ

た
医

療
に

関
す

る
給

付
に

係
る

福
祉

医
療

費
の

支
給

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 


